
厚生労働科学研究費補助金 

政策科学推進研究事業 

 

 

イギリス・カナダの私的年金における確定給付型及び確定拠出型 

共通の限度額の設定・管理方法等についての調査研究 

 

令和 2 年度 総括・分担研究報告書 

 

 

第Ⅳ部 （参考資料） 

社会保障審議会企業年金・個人年金部会報告状況 

 

研究代表者 清水信広 

令和３（２０２１）年５月３１日 

 

 

  



Ⅳ－ii 
 

目次 

1. 企業年金・個人年金部会 2020年 11月 20日会合（カナダ関係） ......... 1 

2. 企業年金・個人年金部会 2020年 12月 23日会合（イギリス関係） ...... 14 

 



Ⅳ－1 
 

1. 企業年金・個人年金部会 2020年 11月 20 日会合（カナダ関係） 

 藤澤でございます。 

 資料３を御覧ください。「カナダの企業年金・個人年金」ということで、1990
年頃にDB・DC 共通の限度額の仕組みが導入されたのですが、その仕組みの概
要や背景について説明させていただきます。 

 ２ページを御覧ください。カナダの年金制度の体系です。カナダの人口は約
3600 万人です。カナダの年金制度は、日本と同じ３階建ての制度となっており
ます。１階部分、老齢基礎年金ですが、これは連邦政府が運営する税方式で定額
の年金制度です。２階部分、ケベック州とケベック州以外のカナダで２つの公的
年金があります。カナダ年金制度、ケベック年金制度は、社会保険料方式で所得
比例の年金制度となっております。 

 

 第３の柱、本日の説明の中心部分ですが、登録企業年金と呼ばれるものと登録
退職貯蓄年金と言われるものがございます。登録企業年金が日本で言うところ
の DB や企業型 DC に相当する部分、登録退職貯蓄年金、これは RRSP と呼ん
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でいますが、これが日本の個人型DC に相当する部分となっております。 

 コメ１のところを御覧ください。老齢基礎年金の補足ですが、低所得の高齢者
のための GIS と呼ばれる補足所得保障という制度もございます。受給者の所得
が一定金額を超えると年金額が減額、停止されるクローバックと言われる制度
が存在し、高所得になると年金が全額ストップされることもございます。 

 コメ２のところ、登録企業年金に関する補足ですが、この中には DB、DC、
ハイブリット型制度などが含まれております。DB の加入者数は約 430 万人、
DC の加入者数は約 120万人ということで、DBの加入者の方がかなり多くなっ
ております。非正規雇用者も登録企業年金に加入するという点が日本と異なる
点でございます。 

 コメ３のところ、RRSP は加入者数が約 600 万人ということで、全人口の６
分の１、15歳から 64歳人口で見ると４人に１人が RRSP、日本で言うところの
iDeCo に加入しているということで、RRSP がかなり普及しているということ
が分かると思います。 
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 ３ページを御覧ください。共通の拠出限度額が導入されるまでの沿革です。 

 

 企業年金に関する州法に先んじて 1957年に RRSPが導入されております。老
齢基礎年金が導入されたのが 1952年ですので、それから５年後に RRSPが導入
されたという形になります。 

 1987 年から２階部分の公的年金の保険料率を段階的に引き上げていく仕組み、
1989 年にクローバックと言われる高所得者の年金額を一部停止もしくは全額停
止する仕組みが導入されております。 

 1990 年に所得税法を改正して、共通の拠出限度額を導入するということが行
われています。このタイミングで DC と RRSP の拠出限度額を引き上げるとい
う措置も取られております。 
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 ４ページを御覧ください。共通の拠出限度額導入の背景です。 

 

 ２階部分の公的年金の導入が企業年金の普及に悪影響を与えたと言われてお
ります。その間も RRSP が着実に増加しています。右側の点線の枠のところで
すが、1974 年の RRSP の新規登録件数は９年間で 14 倍に膨れ上がったという
ことで、かなり RRSPが普及しているということが見てとれると思います。 

 1970 年代後半から高齢の単身女性の貧困の問題及び公的年金の財政の問題が
論点になってきて、公的年金、企業年金、個人年金の改正に関する一連の議論の
中で共通の拠出限度額の提案が 1980年代半ばに行われております。 

  



Ⅳ－5 
 

 次の５ページを御覧ください。これは 1990 年に導入された共通の拠出限度額
を導入する前の仕組みですが、1990年前の RRSPの拠出限度額は、所得の 20％
もしくは上限金額のいずれか低い額とされております。この上限金額は、企業年
金の水準にかかわらず一律に設定していましたが、公平性の観点から課題とさ
れていました。この点は、今この部会で議論している状況とすごく類似性がある
と感じております。 

 

 １）DB・DC の非加入者の上限金額は 7,500 ドルということで、コメ１のと
ころ、日本円に換算すると 60万円ぐらいとなります。これは年間の金額ですが、
12 で割ると５万円ということで、日本の DC の拠出限度額５万 5000 円と近い
水準であったということが分かると思います。 

 ２）DB・DC の加入者の上限金額は 3,500 ドルですが、企業年金の部分を一
律に評価していたという点も、日本の DB 部分を２分の１で評価している点と
通じる部分だと思います。 

 日本と違う部分としては、３つ目のマルですが、DBにも年間の年金限度額が
設定されておりました。金額でいうと６万ドルということで、日本円に換算する
と 480 万円ぐらいの水準になるので、比較的高い水準のキャップが設定されて



Ⅳ－6 
 

いたことになります。この６万ドルという水準は、一番下のコメ３を御覧いただ
くと、DBの給付限度額、これは１年間に積み上がる１年分の給付の増加額です
が、1,715 ドルがキャップになっています。35 年間、この DB 給付限度額でず
っと給付が積み上がっていった場合に約６万ドルになるということで、上限の
金額が計算されています。 

 ６ページを御覧ください。1990年に導入された共通の拠出限度額の概要です。
基本的には、この仕組みが今日まで続いているものと御理解ください。 

 

 １つ目のマル、1990 年以降の RRSP の拠出限度額は、マル１、所得の 18％、
もしくはマル２、上限金額のいずれか低い額となっております。この上限金額、
コメ１のところですが、毎年変更される数値であり、2020 年は２万 7230 カナ
ダドル、日本円で 217 万 8400円ということで、かなり高い水準の限度額が設定
されていることが分かると思います。 

 当時のカナダの財務省の懸念点は３点ございます。DB加入者とDC 加入者と
DB・DC の非加入者（自営業者も含む）で不公平な税制になっていたことを是
正するという点が１つ目になります。 
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 ２つ目、拠出時期の柔軟性ということで、キャリーフォワード制度と現地では
呼ばれていますが、利用しなかった拠出枠を繰り越す制度を導入したというの
が２つ目です。 

 ３つ目は、もともと法的拘束力がなかったので、所得税法に関連する規定を明
記したという改正を行っております。 

 下の図ですが、RRSP、日本で言うところの iDeCo に相当する部分ですが、ほ
かの企業年金制度に入っていない場合は、RRSPのコントリビューションルーム
が丸々使えるという形になっております。一方、ほかのDB・DC 等に加入して
いる場合は、年金調整という仕組みを通じて、年金調整の額を全体の RRSP の
コントリビューションルームから控除した残りの部分が本人の RRSP の拠出の
枠になるという仕組みになっております。 

 コメ３のところですが、個人ごとの RRSP のコントリビューションルームに
ついては、カナダ歳入庁がマイアカウント、ウェブサイト、マイアプリを提供し
て、個々人が把握できる仕組みを整えています。 
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 ７ページを御覧ください。今説明した年金調整の仕組みですが、年金調整とは、
１年間に積み上がる登録企業年金等のみなし価値となります。DC の場合はシン
プルで、１年間の実際の拠出額が年金調整となります。DBの場合は、年金調整
の額イコール９倍の１年間に獲得する給付の額マイナス 600 カナダドルが年金
調整となります。先ほど吉田課長からも説明がございましたが、カナダの場合は
１年間に積み上がる給付の額が明確に定義されている給付設計になっておりま
す。その１年間に獲得する給付の額を９倍することで、給付を掛金に換算すると
いう取扱いを行っております。 

 

 「ここで」というところに書いていますが、この係数９については、１ドルの
代表的な年金を購入するには９ドルの掛金で十分であるということが数理的に
示されております。例えば、１年当たり所得×１％の終身年金がもらえる制度の
場合であって、１年当たりの給与が７万ドルの場合、７万掛ける１％が１年間に
積み上がる給付の額になりますが、それに９を掛けることによって掛金に換算
するということを行っております。そこから 600を控除して、5,700ドルが年金
調整の額となります。 

 こういった形で 7,000 ドル、１年間に積み上がる額を掛金に換算することで
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年金調整を計算して、全体のコントリビューションルームから年金調整を控除
して、個々人の枠を計算するという仕組みになっております。 

 ８ページを御覧ください。DBの給付限度額とDC の拠出限度額の関係でござ
います。DC の拠出限度額は、表を御覧いただくと分かるのですが、1990 年以
降、徐々に引き上げられています。 

 

 一方、DBの給付限度額、１年間に積み上がる最大の年金額ですが、これは最
初に 1,722.22 ドルからスタートしたあと、DB の給付限度額は一定期間凍結さ
れております。先ほどの説明で少し触れましたが、1990年前のDBの給付限度
額は 1,715 ドルだったので、1990 年のタイミングで微妙に引き上げられている
ということになります。 

 一方、DC の拠出限度額は 1990年以降、段階的に引き上げられていて、2003
年のところを御覧いただくと、１万 5500ドルというのがDC の拠出限度額にな
っています。DBの給付限度額はそれを９で割ることで計算でき、1722.22ドル
になります。2003 年以降は、DC の拠出限度額と DB の給付限度額が９倍とい
う関係になっております。ここでいわゆるイコールフッティングというか、限度
額が統一されて、その後、2009 年以降は賃金スライドで調整していくという形
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で、今日まで至っています。 

 ９ページを御覧ください。公平性を考える視点ということで、カナダ・アクチ
ュアリー会が 1995年にポリシーペーパーを出しております。そこに記載の１か
ら８のグループについては、同じ引退貯蓄のための機会を持つべきという提言
が行われております。１つ目、複数の私的年金制度の加入者と RRSP、日本で言
うところの iDeCo の加入者。２つ目、被用者と自営業者。３つ目、DB 加入者
と DC 加入者。４つ目、従業員拠出のある年金制度の加入者と従業員拠出のな
い年金制度の加入者。５つ目、付随的な給付が充実している加入者と付随的な給
付が充実していない加入者。６つ目、１つの事業主の下で終身雇用した従業員と
頻繁に転職を行った従業員。７つ目、民間セクターの従業員と公務員。８つ目、
現在と将来の世代。 
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 10 ページを御覧ください。共通の拠出限度額がカバレッジに与えた影響とい
うことで、昨年 12月に公表された議論の整理の中でも、カナダの事例に関する
言及が載っています。 

 参考に、1992年、95年、99年のDB・BC の加入者数と制度数を表で載せて
いますが、例えばDBの加入者数を御覧いただくと、477万 5000人から徐々に
減ってはいますが、434万 6000人ということで、米国のような極端なDC 移行
は起こっていないと見てとれると思います。 
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 最後、11 ページですが、今後の議論のための論点、様々な論点があると思い
ますが、カナダの事例を踏まえて４点記載しております。 

 

 １つ目、制度間の公平性。DB加入者とDC 加入者の公平性は、日本版の年金
調整の仕組み（すなわち、仮想掛金）を導入すると改善することとなりますが、
その他のグループの公平性をどのように考えるべきか。 

 ２つ目、拠出時期の柔軟性（キャリーフォワード）です。カナダでは、もとも
とは貧困問題に対処するために自助努力、RRSPを促進するという方向の政策が
取られております。日本の企業型・個人型DC において、資金余力があるときに
柔軟に拠出できる仕組みを導入すべきか否かという論点です。 

 ３つ目、拠出限度額と給付限度額と公的年金の関係でございます。カナダの老
齢基礎年金は所得再分配の機能が強いという特徴があります。例えばクローバ
ックの制度がございますので、高所得者は年金がもらえないことになっていま
すし、全て税方式で財政運営が行われています。私的年金の拠出限度額の水準も
高く、DBには給付限度額がございますが、その水準も日本から見るとかなり高
くなっております。DC 拠出限度額の議論とDBの給付限度額の議論は、日本の
公的年金の状況も踏まえつつ、併せて議論すべきではないかというのが３つ目
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の論点です。 

 ４つ目、デジタル化ということで、カナダは社会保障番号があって、カナダの
歳入庁のマイアプリやマイアカウントがあって、税関係の手続をオンラインで
行える環境が整っている中で実務を行っております。日本においても同様の環
境構築が可能かという論点です。 

 説明の方は以上となります。 
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2. 企業年金・個人年金部会 2020年 12月 23 日会合（イギリス関係） 

○佐野邦明氏（外部有識者） 

 年金綜合研究所の佐野でございます。本日はよろしくお願いいたします。 

 イギリスの年金制度について税制上の取扱いを中心に御報告をさせていただ
きます。まず、資料の１ページをお開きいただければと思います。 

 １ページは本日お話しさせていただく内容のまとめでございますが、お時間
の関係もありますので、ポイントを絞って、特にDB・DC 共通の非課税枠を中
心に御報告をさせていただきたいと思います。 
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 ２ページにお進みいただければと思います。このページを資料としてつけさ
せていただいた理由は、イギリスの年金制度の複雑さを御理解いただくためで
す。イギリスの年金制度は非常に歴史が古く、公的年金は 1601年、関ヶ原の戦
いの翌年に、エリザベス救貧法によって非拠出の公的年金が創設されました。 

 

 右側の矢印は、公的年金と職域年金の年代ごとの状況を概観したものでござ
います。公的年金は当初、定額の１階建てでした。19 世紀半ば頃から国家公務
員や軍人、警察官といった公的部門で職域年金が発展しました。その後、1950
年代には民間部門でもかなり職域年金、日本でいえば企業年金が発展してきま
した。 

 一方、公的年金は1950年代前半までは、救貧を目的とした定額年金でしたが、
被用者の中でも職域年金に加入できない人たちに対して、報酬比例年金を創設
して公的年金の充実を図ったのが 1980 年代の後半頃までの時期ということに
なります。 

 本日のお話のメインテーマの DB・DC 共通の非課税枠が設定された時期は、
1989 年以降の自助努力重視に舵を切った時期で、公的年金の守備範囲を縮小し
て、自助努力の割合を高めていきました。 
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 ３ページはイギリスの被用者年金の体系でございます。 

 

 2015 年４月６日以降、公的年金の報酬比例部分を廃止して、その代わり定額
部分の給付を充実させて定額制の国家年金にするという改正が行われました。
１階建ての国家年金の上に職域年金、個人年金が上乗せされるという体系にな
っています。 

 ちなみに、2020 年の国家年金の水準ですけれども、週 175.2 ポンドで、１ポ
ンドを 150円で換算しますと、年額は大体 136万円という金額になります。 

 ただ、ここでお断りしておかなければいけないのが、イギリスは公的年金にし
ても私的年金にしても、発生済みの受給権が厳格に保護されるという点です。公
的年金が１階建てになりましたとお話ししましたが、2015 年４月５日までに報
酬比例部分の公的年金を受け取っている方は、旧制度の報酬比例年金と定額年
金とが給付されます。ただし、旧制度の年金額と新制度の年金額と丈比べして、
いずれか大きい額を支給するという経過措置があります。 
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 ４ページからは、私的年金、職域年金の話になります。４ページを見ていただ
くと、年次別の DB と DC の加入者、受給者、年金を待期している人数の一覧
表があります。グラフを見ていただければ明らかなのですが、2013 年以降急激
に DC の加入者数が増えているという状況にあります。DC の加入者数が急激
に増えているのは、職域年金制度への自動加入措置が導入され、その影響を受け
てDC が増えているからです。 
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 ５ページは、制度数ベースで DB がどのような状態にあるのかをまとめた資
料でございます。これを見ていただきますと、新規加入者は受け入れないけれど
も、既にいる社員に対しては DB を適用するという制度が 41％ございますし、
未だに新規加入者を受け入れている制度も 11％あります。このデータを見る限
り、イギリスにおいては DB がいまだに主流だということが言えるだろうと思
います。 
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 ６ページ、７ページは DB の加入者数ベースの資料でございますので、説明
を省略させていただきたいと思います。 
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 ここからは、私的年金制度に関する税制について御報告いたします。 

 登録年金制度の対象者に対する現在の課税原則は EETでございまして、拠出
段階は非課税、運用収益は非課税、給付段階では課税です。ただし、年金原資の
25％相当額は非課税で受給することが可能であるということでございます。 
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 次のスライド以降は、本日のメインテーマでございます非課税限度額がどの
ように導入されたかということの御説明に関する資料です。 
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 ９ページにお進みいただければと思います。2004 年金融法の施行によって、
DB・DC 共通の非課税限度額が導入されたわけでございますけれども、それ以
前は、資料にございますように、職域年金では加入時期によって給付算定給与の
上限や掛金算定給与の上限が違っていました。 

 

 個人年金につきましても、掛金算定給与の上限や年間に拠出できる掛金率の
上限も違っていました。つまり、制度へ加入した時点の税制上の取扱が適用され
続けるという、想像するだけで非常に複雑な体系になっていたということでご
ざいます。 

 2004 年金融法施行前の税制の概要は参考資料マル１に記載がございますので、
そちらを参照していただければと思います。 
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 10 ページにお進みいただきたいと思います。そういう複雑な税制であったと
いうことでしたので、加入者にとって、自分は一体どれだけの非課税限度額があ
るのか、どの分が課税でどの分が非課税であるのかが非常に分かりにくかった
ということであります。 

 

 事業主にとっては、制度に加入した時期ごとに適用される税制が違いますか
ら、加入時期に応じて個別に適用する税制を把握して管理しなければいけない
という状態だったわけで、非常に複雑でコストもかかる制度管理を行わなけれ
ばならなかったということでございます。 

 このような複雑な状態を改善するために、年間非課税限度額と生涯非課税限
度額が導入されて、拠出段階と給付段階における税制の簡素化・統一化が図られ
たということでございます。 

 ただし、既に加入して受給権が発生している人がいたわけでございますので、
そういう人たちの受給権を守るという意味合いもあって、資料の 10ページマル
４にございますように、税制改正による国民への影響を最小限度とするため、非
常に寛大な経過措置が導入されたということでございます。 
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 次に 11ページにお進みいただきたいと思います。ここから年間非課税限度額
についての話をさせていただきたいと思います。 

 

 2020 課税年度の年間非課税限度額は年間４万ポンドで、日本円に直しますと
大体 600 万円になります。この４万ポンドの年間非課税枠をどのようにチェッ
クするのかですが、DC の場合は掛金拠出額で判定します。DBの場合は年間の
年金原資の増加額、具体的に言いますと、年間の年金増加額に 16を掛けたもの
で判定をいたします。この判定対象とする額は、DB・DC の両方とも、年間に
発生した受給権であると整理をしています。 
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 次の 12ページはDBの年間非課税限度額判定の計算例でございますので、御
説明は省略させていただきます。 
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 13 ページでございますが、高所得者に対しては、収入に応じて年間非課税枠
が減額されるということの御説明でございます。 
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 14 ページにお進みいただきたいと思います。生涯の非課税限度額でございま
すが、2020 課税年度ですと生涯非課税限度額が 100 万ポンドを超える金額で、
日本円で１億 6000万円ぐらいで設定されています。DC の場合は、支払い開始
時点における個人勘定の残高で超過しているか否かチェックします。DBの場合
は支給開始時の年金額の 20 倍でチェックをするということになってございま
す。20 倍の意味ですが、これは支給開始時点の年金原資ということで整理をし
ています。 
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 次の 15ページは、生涯非課税限度額を超過した場合にペナルティが課される
という点ですが、詳しい御説明は省略をさせていただきたいと思います。 
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 16 ページは、複数制度の加入履歴がある方の生涯非課税限度額の管理の例で
すが、これも御説明は省略をさせていただきます。 
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 17 ページはまとめということで、個人的な感想も含めて申し上げます。イギ
リスの非課税限度額の存在は、DB・DC に関わらず、取り消し不能な発生済受
給権の金額を基準として非課税限度額を判定すると整理をしているということ
です。イギリスの登録年金制度においては、一度発生した受給権は取消不能だと
いうことでございます。この、取り消し不能の受給権の存在があって、年金税制
も非常に複雑化したので、それを分かりやすく簡素化するために、年間非課税限
度額や生涯非課税限度額を導入しました。しかし、簡素化した後も、取り消し不
能の受給権を前提としているということです。 

 

 この観点から、イギリスと日本の違いを考えてみたいと思います。 

 日本の場合、例えば退職金制度は退職時の事由で給付額が違っているのが一
般的です。確定給付企業年金制度の場合でも、退職時の事由によって給付額が異
なりますし、既存の加入者や受給者においてでさえも、要件を満たせば、過去に
遡って給付減額ができます。この点はイギリスとはかなり状況が違います。イギ
リスの登録年金制度では、一度発生した受給権は取消不能で、受給権は必ず保護
されます。日本では、DC では本人の口座に払い込まれた掛金は事業主には返還
されないので、イギリスと同じように受給権は保護されているということにな
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りますが、DBの場合は必ずしも受給権がイギリスほど厳格に守られてはいない
ということだろうと思います。今後、企業年金・個人年金部会でも穴埋め型等々
いろいろな議論があるようでございますが、DB・DC 共通の非課税枠の導入を
考える際には、イギリスの考え方は参考にはなると思います。しかし、日本にそ
のまま適用できるかというとかなり状況に違いがあるという点を御認識いただ
いた上で御検討をお願いしたいと思います。 

 長引いてしまって申し訳ございませんが、御報告は以上でございます。 

 御清聴どうもありがとうございました。 
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